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市長記者会見 
 

期 日  令和４年６月３０日（木） 

時 間  午前１０時～ 

場 所  対策室 

 

 

発 表 内 容 

 

１ 「認知症予防のための補聴器購入費助成」の実施について 

                 （保健所健康増進課） 



 

 

         
令和４年６月３０日  
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「認知症予防のための補聴器購入費助成」の実施について 
 

聴力の低下により日常生活に支障をきたしている中高年の方のコミュニケーション能

力の維持・向上を図るため、補聴器購入費の一部助成を 7 月 1 日より試行的に実施しま

す。 

なお、補聴器使用の効果について検証するため、助成を受けた方にはアンケート調査

にご協力をいただきます。 

 

記 

○事業内容 

【問い合わせ先】 
新潟市保健所健康増進課 明間  電話０２５－２１２－８１５０(直通) 

対 象 

障がい者手帳の交付対象とならない方で、要件は次のとおり 

１．新潟市内に住所がある 50歳以上 74歳以下の方（申請時点） 

２．両耳の聴力レベルが、それぞれ 40デシベル以上、又は医師が 3に 

より補聴器の装用を必要と認めた方 

３．補聴器の装用により、コミュニケーション能力の維持・向上につ

いて一定の効果が期待できると医師が判断した方 

４．市税の滞納がない方 

                           ほか 

助成額 補聴器購入費の 2分の 1以内（上限 25,000 円） 

申請について 

〇事前申請（購入する前に申請が必要です。） 

保健所又は区役所（健康福祉課）に申請書類を提出 

※申請書は保健所、区役所（健康福祉課）の窓口で配付します。 

そのほかホームページからダウンロードができます。 

その他 〇補聴器購入前と 1年後にアンケート調査にご協力いただきます。 
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